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                           平成19年10月30日 
 

道州における税財政制度に関するプロジェクトチームの検討状況について 
 
１ 構 成 県 
  宮城県、東京都、富山県、京都府、和歌山県、兵庫県、島根県、広島県、香川県、 
  徳島県、佐賀県（座長） 
 
２ 開催状況 
  平成19年 3 月 8 日 幹事会（ＰＴ会議を幹事会に変更） 
  平成19年 6 月 4 日 ＰＴ会議 
  平成19年 8 月28日 幹事会（ＰＴ会議を幹事会に変更） 
  平成19年10月12日 幹事会 
  平成19年10月30日 ＰＴ会議 
 
３ 概  要 
 道州制における税財政制度については、どのような道州制を前提とするかによって、

その内容が変わってくることから、検討を行うに当たっては、前提とする道州制の姿

を仮置きする必要がある。 
 国と地方の役割分担をはじめとする道州制の基本的な制度設計に関わる事項につい

ては、道州制特別委員会本体や道州の組織・自治権に関するプロジェクトチームで検

討されるべきものであるが、これと並行して税財政制度の検討を進めていることから、 
別添の税財政ＰＴ会議資料（検討資料１）の考え方に基づき、佐賀県で、２つのタイ

プの道州制の制度設計（仮置き）を作成し、それを議論の素材として、道州制におけ

る税財政制度についての議論を行っている。 
 具体的には、国と地方の役割分担に応じた自主性・自立性の高い地方税財政制度を

構築するという観点から、 
 ① 地方の役割に見合った地方税収を確保するとともに、自立性が高く偏在性の少 
  ない地方税体系を構築するため、国と地方の税源配分を抜本的に見直し、国から 
  地方への大幅な税源移譲を行うこと。 

資料３ 
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 ② 国から地方への税源移譲とそれに伴う税源の偏在是正は不可分であり、道州制 
  においても、地方自治体の歳入を一定程度均等化するための財政調整が不可欠で 
  あることから、地方自治体間の人口、人口規模、面積などの違いを考慮して自治 
  体間の公平性を確保するための新たな財政調整システムを構築すること。 
について、議論を行っている。 
 この中では、特に、国による垂直的財政調整の取扱いや財源保障のあり方について、

議論があるところであり、 
 ・ 国による垂直的財政調整を行わないという考え方と、国による垂直的財政調整 
  が必要ではないかという考え方 
 ・ 各道州の人口１人当たり税収額の格差をなくすことを基本に人口規模や面積な 
  どを勘案して調整を行うことにより一定の税収額を保障するという考え方と、個 
  別の財政需要を勘案すべきであるという考え方 
がある。 
 この点については、地方自治体の財政的自立性をどこまで追求すべきか、財源保障 
のレベルをどの程度のものにすべきかといった観点から、更に議論を深めていくこと 
としている。 
 
４ 参考資料（10月30日 第２回税財政ＰＴ 検討資料） 
   検討資料１ 検討の前提とする道州制の基本的な考え方及び税財政制度の検討 
         の方向性について 
   検討資料２ 行政制度のアウトライン 
   検討資料３ 税財政制度のイメージ 
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         検討の前提とする道州制の基本的な考え方 
         及び税財政制度の検討の方向性について  
 
１ 検討の前提とする道州制の基本的な考え方 
 

（国と地方の役割分担等） 

① 国の役割を、外交、防衛等、国が本来果たすべき役割に限定し、内政に関

する事項については、原則として地方の役割とする。 

  地方の役割とされたものについては、地方が決定権を持ち、企画立案から

 執行までを一貫して地方が行う。 

② 地方の自立的な運営を裏付ける税財政制度を構築する。 

 

ア 国と地方の役割分担を明確にする。地方の役割とされた事項については、州 

 又は市町村が責任をもって担い、国（市町村にあっては国又は州）の関与を受

けないことを基本とする。 

イ 国と地方の役割分担については、地方を優先する。 

  州と市町村の役割分担については、市町村を優先する。 

ウ 単に、規模が大きい、州の区域を越えるなどといった理由で、内政に関する 

 事項を、国の役割とすることはない。 

エ 国の役割については、法律で限定的に列挙する。 

オ 国の役割とされたものについては、国が直接企画立案、執行することを基本

とする。行政サービスの質の確保や効率性の観点から、必要最小限の範囲で地 

 方に委託して実施することは考えられる。（例：戸籍、旅券、国政選挙など、市

町村の住民登録、地方選挙などと関連する事務） 
カ 地方の役割とされた事項について法令を定める場合は、その内容は基本的事

項にとどめ、具体的な内容については地方の条例に委ねる。 

キ 地方の役割に見合った地方税収を確保するため、税体系を抜本的に見直すと

ともに、国から地方への大幅な税源移譲を行う。 

  また、税源移譲に伴う地方税の偏在を是正するため、新たな地方間の財政調

整のしくみを構築する。 

検討資料１
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（州内の行財政制度のあり方） 

③ 州内の地方自治制度、選挙制度、州と市町村の役割分担等は、それぞれの

 州において定める。 

④ 州内市町村の安定的な財政運営を確保するための方策は、それぞれの州に

 おいて定める。 

 

ア 地方の役割とされた事項のうち、州の役割とするものについては、市町村優

先の原則に基づき、州と州内の市町村が協議のうえ定めることとし、州の役割

とすることにされた事項については、各州の条例で定め、それ以外の事項につ

いては市町村の役割とする。 

イ 市町村の役割とされた事項について、州は条例により基準等を定めることが

できるが、その内容は基本的事項にとどめ、具体的な内容については広く市町

村の条例に委ねる。 

ウ 市町村の役割とされた事項に関する事務の補完は、市町村の組合で行うか、 

近隣の市町村への委託を基本とする。 

エ 州内のことは州内で決めるという観点から、市町村間の財政調整の方法につ

いては、州と州内の市町村が協議して決める。 

 

（全国的な統一性の確保） 

⑤ 内政分野に係る全国的な統一性の確保は、一次的には州が担う責務とする。

⑥ 内政分野に係るものも含め、対外交渉は国が一元的に担う。 

 

ア 単に、規模が大きい、州の区域を越えるなどといった理由で、内政に関する

事項を、国の役割とすることはない。（再掲） 

イ 地方の役割とされた事項について法令を定める場合は、その内容は基本的事

項にとどめ、具体的な内容については地方の条例に委ねる。（再掲） 

ウ 地方の役割に関わるものであっても、通商交渉、漁業交渉、地球温暖化対策

の国際交渉などについての意思決定は国が行う。 
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２ 税財政制度の検討の方向性 
 
（１）税源移譲 
  道州制においては、道州が地域の特性に応じ、自己決定と自己責任のもとで 

政策展開できるよう、国と地方の役割分担に応じた、自主性・自立性の高い地

方税財政制度を構築しなければならない。 
  地方の役割に見合った地方税収を確保するとともに、自立性が高く偏在性の 

少ない地方税体系を構築するため、国と地方の税源配分を抜本的に見直し、国 

から地方への大幅な税源移譲を行う。 
 
（２）財政調整 
  国から地方への税源移譲とそれに伴う税源の偏在是正は不可分であり、道州

制においても、地方自治体の歳入を一定程度均等化するための財政調整が不可

欠である。 
  このため、地方自治体間の人口、人口規模、面積などの違いを考慮して、自

治体間の公平性を確保するための新たな財政調整システムを構築する。 
  ただし、国の地方に対する義務付けや関与をなくす（少なくとも大幅に縮小 

する）ことや、国から地方への大幅な税源移譲を行うことから、財政面におけ

る国の関与は大幅に縮小することになる。 
 



行政制度のアウトライン（Ｔｙｐｅ H）
○ 可能な限り国、州、市町村の役割を切り分け、それぞれのもたれあいの関係をなくす。
○ 国、州、市町村それぞれの役割とされた事項については、それぞれが決定権を持ち、企画立案から管理執行までを

検討資料２

○ 国、州、市町村それぞれの役割とされた事項については、それぞれが決定権を持ち、企画立案から管理執行までを
一貫して担うことを基本とする。

○ 内政に関する事項については、地方の役割とすることを基本とする。全国規模や全国統一的に行う事務、高度な試
験研究等は、地方自治体が共同で担う。

○ 国から地方、州から市町村への補助金等は廃止する。

連絡
調整 連絡

参加

参加

全州会議 州内市町村会議

連絡
参加

全国市町村会議

調整

国（中央政府）

調整

市町村

連絡
調整

参加

州

州の役割は、州条例で定
めることとなり 州によ

共
同
執
行

連絡
調整

参加

州の役割とされた分野で
も 条例の範囲内で事業

勧告 審査
法令審査
同意

国地方役割分担法により
役割を定める。

合意・調整

めることとなり、州によ
り異なる

行
体

も、条例の範囲内で事業
を実施できる。

役割（例） 審査申出

同意

地方制度監視委員会

補助金等は廃止

国の役割（例）
司法、外交・通商、防衛・安全保障、
皇室、国家公安、通貨、経済政策、
度量衡 標準時刻 電波監理 公正

州の役割（例）
警察、治山、治水、海岸、空港、高
速道路、州道、港湾、産業振興、観
光振興 労働基準 公的年金 医療

市町村の役割（例）
消防・防災、都市計画、市町村道、
上下水道、住宅、生活保護、公的保
険 地域保健 高齢者対策 障害者

全国的な統計、高度な試験研究、
公的年金、公的保険、など

補助金等は廃止
×

× ×

度量衡、標準時刻、電波監理、公正
取引の確保、宇宙・海洋開発、エネ
ルギー政策、税関、出入国管理、検
疫、航空保安、戸籍、国政選挙など

光振興、労働基準、公的年金、医療、
教育、公害対策、産業廃棄物、環境、
全国的な統計など

険、地域保健、高齢者対策、障害者
福祉、児童・母子福祉など

最小限の範囲で委託

※下線は Type Mと異なるもの
※下線は Type Mと異なるもの ※下線は Type Mと異なるもの



行政制度のアウトライン（ＴｙｐｅM）

○ 国と地方の共管事項がある。共管事項については、国が制度設計や企画立案し、地方が執行する。
○ 共管事項以外に いては 国 州 市町村それぞれが決定権を持ち 企画立案から管理執行までを 貫して担う○ 共管事項以外については、国、州、市町村それぞれが決定権を持ち、企画立案から管理執行までを一貫して担う
ことを基本とする。

○ 内政に関する事項であっても、全国規模、全国統一的に行う事務、高度な試験研究等は、国の役割とする。
○ 国から地方、州から市町村への補助金等が残る。

連絡
調整 連絡

参加

参加

全州会議 州内市町村会議
国（中央政府）

連絡
参加

全国市町村会議

調整

調整

市町村

連絡
調整

参加

州

州の役割は、州条例で定
めることとなり 州によ

連絡
調整

参加
合意・調整国地方役割分担法により

役割を定める。

州の役割とされた分野で
も 条例の範囲内で事業

地方自治体の
行財政運営に

協議

めることとなり、州によ
り異なる。

も、条例の範囲内で事業
を実施できる。地方行財政会議

補助金等が残る

協議

行 営
影響を及ぼす
ような重要な
法案等につい
て、協議

※(共)は国と地方の共管事項

国が企画立案
をし、その執
行は地方が行
う共管事項が
ある。

国の役割（例）
司法、外交・通商、防衛・安全保障、国際
拠点空港、高速道路、皇室、国家公安、通
貨、度量衡、標準時刻、電波監理、公正取
引の確保、労働基準、生活保護（執行を市
町村 委託） 公的年金 公的保険（執行

州の役割（例）
警察、治山、治水、海岸、空港(共)
（国際拠点空港を除く）、州道、港
湾、産業振興、観光振興、医療(共)、

市町村の役割（例）
教育(共)、消防・防災、都市計画、
市町村道、上下水道、住宅、地域保
健 高齢者対策 障害者福祉 児

補助金等が残る※(共)は国と地方の共管事項

町村へ委託）、公的年金、公的保険（執行
を市町村へ委託）、宇宙・海洋開発、エネ
ルギー政策、税関、出入国管理、航空保安、
戸籍、国政選挙など

湾、産業振興、観光振興、医療(共)、
大学、公害対策、産業廃棄物、環境
など

健、高齢者対策、障害者福祉、児
童・母子保健福祉 など

※下線は Type Hと異なるもの
※下線は Type Hと異なるもの

執行を委託する場合あり
※下線は Type Hと異なるもの



税財政制度のイメージ（Type H－1）

○地方が担う役割に見合う地方税収を確保するように国と地方の税源配分を抜本的に見直す。

検討資料３

租 税 （87兆円）

○新・地方共有税（仮称）の配分を通じて地方間の財政調整を行う。補助金等は廃止する。

国税 州 税 市町村税新・地方共有税

（約 兆 ）

州が徴収

（約 兆 ） （約 兆 ） （約 兆 ）（約27兆円）

（約7兆円） （約13兆円）
全州会議

（約10兆円） （約20兆円） （約30兆円）

法人税（1/2）
関税
収入印紙税
など

住民税（州）
事業税
消費税（1/2）
自動車税

所得税（4/5）※
法人税（1/2）

住民税（市町村）※
固定資産税

消費税(1/2）（交付金）
都市計画税
など

市町村国 州

（約10兆円） （約34兆円）

（約7兆円） （約13兆円）

（約43兆円）

各州に総額を配分後、
各州のルールで配分

揮発油税
相続税
酒税
など

など

市町村の最終支出州の最終支出
国の

市町村国 州

（地方債） （地方債）（国債）

補助金等は廃止

市町村の最終支出州の最終支出
国の

最終支出

（約12兆円） （約44兆円） （約56兆円）

※所得税の1/5は住民税（市町村）へ移譲



税財政制度のイメージ（Type H－2）

○Type H 1をベースに 税収総額を変えずに所得税を減税して消費税の税率を5％から10％に変更

租 税 （約87兆円）

○Type H－1をベースに、税収総額を変えずに所得税を減税して消費税の税率を5％から10％に変更

国税 州 税 市町村税
新・地方
共有税

（約27兆円）

州が徴収

（約10兆円） （約13兆円） （約37兆円）

（約7兆円） （約6兆円）
全州会議

法人税（1/2）
関税
収入印紙税
など

住民税（州）
事業税
消費税（1/4）
自動車税
揮発油税

所得税（1/4）
法人税（1/2）
住民税の法人税割

住民税（市町村）
固定資産税
消費税(3/4)（交付金）
都市計画税
など

市町村国 州

（約10兆円） （約34兆円）

（約7兆円） （約6兆円）

（約43兆円）

各州に総額を配分後、
各州のルールで配分

揮発油税
相続税
酒税
など

市町村の最終支出州の最終支出
国の

最終支

市町村国 州

（地方債） （地方債）（国債）

補助金等は廃止

市町村の最終支出州の最終支出最終支出

（約12兆円） （約44兆円） （約56兆円）

※所得税の3/4を減税（消費税の増分と相殺）



税財政制度のイメージ（Type M）
○地方が担う役割に見合う地方の税収を確保するように国と地方の税源配分を抜本的に見直す。
○国地方共同税（仮称）で、共管事項の財源確保、地方の税収の総額確保、地方間の財政調整を行う。補助金等が残る。

租 税 （約87兆円）

州が徴収

州 税 市町村税国地方共同税（仮称）

（約41兆円）

国税

（約7兆円） （約20兆円） （約19兆円）

住民税（州）
事業税

住民税（市町村）相続税 所得税

国 共管事項 地方の調整財源

事業税

消費税（1/2）
自動車税
軽油引取税
揮発油税
など

固定資産税

消費税（1/2）（交付金）
都市計画税
など

酒税
関税
収入印紙税
など

法人税
住民税の所得割、法人税割

地方行財政会議

（約25兆円）（約16兆円）

（約39兆円）

（約5兆円）

など

（約23兆円） （約25兆円）

全州会議 （約20兆円）

各州に総額を配分後、
各州のルールで配分

市町村州

（地方債） （地方債）（国債）

国

（補助金等あり）

市町村の最終支出州の最終支出国の最終支出

（約31兆円）※ （約51兆円）※（約30兆円）※

※国、州、市町村の最終支出額は補助金等による移動前の数字




